
政
令
第

号

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三

項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
道
路
整
備
特
別
措
置

法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
並
び
に
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
道
路
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
七
第
三
項
の
表
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四

条
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第



三
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
四
、
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
七
、
第

四
十
七
条
の
八
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十

一
、
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
二
十
三
か
ら
第
四
十
八
条
の
二
十
五
ま
で
、
第
五

十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条

、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
二
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十

一
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
六
条
第

二
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
十
二
条
第
四
項
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
五

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
九
十
六
条
第
五
項
の
項
及
び
同
条
第
四
項
の
表
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項

、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第

三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
五
第

一
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一



条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条

の
五
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
七
、
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
四
、

第
五
十
七
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
二
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
二

条
第
四
項
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
五
条
の
二
、
第
九
十
六
条
第
五
項
前
段
の
項
中
「
第
四
十
七
条
の
七
」
を
「
第
四
十
七

条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
二
章
の
二
の
章
名
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
号
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
、
「
の
放
置
さ
れ
て
い
た
」
を
「
が
放
置
さ
れ
、
又
は
設
置
さ
れ
て
い
た

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
六
の
見
出
し
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
係
る
違

法
放
置
物
件
」
を
「
係
る
違
法
放
置
等
物
件
」
に
、
「
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
の
占
有
者
等



」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
」
を
「
保
管
違
法
放
置
等
物
件
一
覧
簿
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
八
の
前
の
見
出
し
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
、
同
条
中
「
違
法
放
置
物
件
の
」
を

「
違
法
放
置
等
物
件
の
」
に
、
同
条
各
号
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
十
の
見
出
し
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
、
同
条
中
「
違
法
放
置
物
件
を
」
を

「
違
法
放
置
等
物
件
を
」
に
、
「
違
法
放
置
物
件
の
占
有
者
等
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
の
占
有
者
等
」
に
、
「
そ
の
違
法

放
置
物
件
」
を
「
そ
の
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
十
一
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
違
法
放
置
物
件
」
を
「
違
法
放
置
等
物
件
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十

六
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第



五
項
、
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
条

第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
四
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及

び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
七
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
五
第
三
項
、
第

四
十
八
条
の
八
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
九
、
第
四
十
八
条
の
十
、
第
四
十
八
条
の
十
二
、
第
四
十
八
条
の
二
十
四
、
第
六

十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
の
項
中

「
第
四
十
七
条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
五

項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
二

第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か

ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項

、
第
三
十
九
条
の
四
、
第
三
十
九
条
の
五
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
及
び

第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十



七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
五
、
第
四
十
七
条
の
八
、
第

四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
三
、
第

四
十
八
条
の
五
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
七
、
第
四
十
八
条
の
八
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
九
、
第
四
十
八
条
の
十
、
第
四

十
八
条
の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
十
二
、
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
、
第
四
十
八
条
の
二
十
か
ら
第
四
十
八
条
の
二
十
四
ま
で
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三

項
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
二
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
十
条
第

一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
六
条
、

第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
二
条
第
四

項
、
第
九
十
五
条
の
二
、
第
九
十
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
三
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
百
四
条
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
第
一
号
の
項
中
「
第
四
十
七
条
の
五
」
の
下
に
「
、
第
四
十
七
条
の
七
第
二

項
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
表
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま



で
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
、

第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四

十
四
条
第
四
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第

四
十
七
条
の
七
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
四
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
八
条
、
第

七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
の
項
中
「
第
四
十
七

条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
二
項
中
「
第
四
十
七
条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
表
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二

十
四
条
の
三
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条

ま
で
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
二
第
七
項
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
三
十
九
条
の
五
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の



七
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四

十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
四
、
第
四
十
七
条
の
五
、
第
四
十
七
条
の
七
、

第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条

の
十
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
か
ら
第
四
十
八
条
の
二
十
二
ま
で
、
第

四
十
八
条
の
二
十
四
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
二
、
第
六
十
八

条
、
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項
、

第
九
十
六
条
第
五
項
、
第
百
三
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
百
四
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
百
五
条
、
第
百
六

条
第
一
号
の
項
中
「
第
四
十
七
条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
七
条
の
七

、
第
九
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
四
十
七
条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
道
路
法
第
四
十
三
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し

て
道
路
に
設
置
さ
れ
た
物
件
の
保
管
の
手
続
等
を
定
め
る
等
道
路
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


